
-

利用目標

-

-

-

-

利用実績

7,140

14,062

12,166

115,468

対前年比（％）

100.4%

104.8%

97.7%

100.2%

-

対目標比（％）

-

-

179,386,389

（特記事項）

事業収支
（単位：円）

損益 -1,826,000 5,022,160

計 156,281,000 計

2,000,000

項目

計 4,723,920

営繕工事費

梓川地域休養施設収入

市の収支

指定管理者納付金 1,366,160

平成30年度決算年度計画額 収支実績額

指定管理者納付金

梓川地域休養施設収入

営繕工事費3,805,596

収入
（歳入）

梓水苑営業収入

項目 金額

梓水苑営業外収入

平成29年度決算

金額 項目 金額

計 1,366,160

指定管理者収支（平成30年度）

一般管理費 103,880,000 一般管理費

0

項目 金額

113,238,000 梓水苑営業収入

3,376,741

45,257,20241,217,000

支出
（歳出）

135,774,606

計 154,455,000 計

（１）施設の利用受付、許可　　　　　　　　　　　　　　　（５）施設管理業務（清掃、警備）
（２）利用料金の徴収、減免、還付及び経費の支払い
（３）施設設備及び物品の維持管理
（４）営業活動、宣伝広告、自主事業の企画実施

　利用料金制の導入 　あり　　利用料金制（独立採算）

　施設の利用状況

利用区分等

宿泊者数

（特記事項）

2,000,000

4,723,920人件費 56,021,735

計184,408,549

123,364,654

人件費

梓水苑営業外収入

差引 -2,723,920

平成30年度　指定管理者モニタリング結果及び評価表 

１　施設の概要

　施設名称 梓水苑・梓川地域休養施設
所管課

TEL
観光温泉課

0263-34-8307

　所在地 松本市梓川倭４２６２－１・松本市梓川倭４２０４－１ 設置年月
梓水苑／梓川地域休養施設
平成５年４月／昭和６１年３月

　施設設置目的
梓水苑：市民等の研修及び交流の促進を図る
梓川地域休養施設：農業者等の福祉の増進と文化の向上を図る

　施設概要・設備

（１）梓水苑　：　客室（洋室10室、和室4室、宿泊可能人数58名）、レストラン（収容人数50名）
（２）梓川地域休養施設　：　屋内施設（休憩室、潤いの室、交歓ホール、交流ホール、談話室、農産加工室）、
屋外施設（キャンプ場、オートキャンプ場、バーベキューハウス、屋外バーベキュー施設、グラウンド、テニス
コート）、入浴施設

　指定管理者名（選定方式） エア・ウォーター梓川地域開発共同体　（公募）

　指定期間 平成２７年４月１日から令和２年３月３１日（５年間）

宴会利用者数

地域休養施設利用者数

レストラン利用者数

　指定管理者の
　主な業務

差引 -2,439,436

52,401,000

計 3,805,596



2　市（所管課）による評価

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

点 24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

点 40
事業報告及び決算

経済性

6

環境への配慮

経費節減・業務効率化

セルフモニタリング

備品等の維持管理

地域との連携

苦情・要望等への対応

施
設
の
運
営

14項目

34　点

概ね良好である。

運営懇談会を設置し、地域住民や団体等との意見交換や連携に積極的に取り組んでいる。

利用者の苦情、要望、意見等には可能な限り迅速な対応が行われている。

報告から適切にセルフモニタリングが行われていることが確認でき、問題はない。

環境負荷の低減のためゴミの減量に積極的に取り組んでいるほか、食品ロスや周辺の清掃やごみ拾い等も積極的に行っている。

職員研修の実施や車いす対応等の修繕も行っており問題はない。

3

B

A

B

68.1

資本構成、売り上げ状況、損益、収益力、支払能力等に問題はない

施設の指定管理をするために設立された共同体であり、共同体の事務所を施設の近隣に設置しており、万全なバックアップ体制が取られている。

備品に過不足はなく、問題はない。

定期的に点検が実施され、必要に応じ修繕等を実施しており、問題はない。

広告宣伝、自主事業企画、ＨＰの作成により広く情報を提供し、利用促進に関し高く評価できる。

健康運動教室や四季を通じた様々なイベント等、利用者サービスを目的とした事業が多く実施され、高く評価できる。

利用者ニーズをアンケートにより把握し、的確な対応をしており、創意工夫に努めている。

様々な自主事業の実施や利用者増などの成果があり、事業計画に沿って適切に運営されている。

共同体のスケールメリットを活かし、パンフレット作成や設備機器保守等の総括的な発注による経費削減を図っている。

仕様書に示した業務内容に基づいた管理業務が適切に行われている。

管理区域、業務範囲は的確に把握されており、問題はない。

評価の根拠

日常的に避難経路上の障害物の有無をチェックし、避難経路案内板の設置等による周知も徹底している。

個人情報保護方針を定め、管理責任者を配置するなど適切に対応している。

個人情報の保護について研修や責任者のチェック等、適切に行われている。

高いレベルで実施されており、高く評価できる。

 　指定管理者の事業計画書(提案書）の内容に基づいて、その水準が達成されているかを市が点検・評価するものです。

Ａ

評価の手段は、実績報告書（毎月）及び事業報告書（年度終了時）の点検並びに立入検査（随時）等によるものです。

（０．５）

　　　　　　　　　　　評　　　価　　　の　　　基　　　準
（１．０）

Ｂ
Ｃ

（０．７） 小計事業計画書（提案書）どおり適切に実施されており、問題は見られない。
事業計画書（提案書）どおり概ね実施されていたが、一部に不適切な部分が確認され、改善に向け対応中または対応済みである。

Ｄ 不適切な部分が確認されたので、改善を指示したが、未対応または改善の見込みがなく、指定管理者の取り消しを含め検討する必要がある。（０．０）

A

評価

B

総括責任者や料理長等、経験豊富な人材であり、各部門の責任者も配置され、指揮系統等も明確になっている。

労働関係法令に基づいた労務管理が行われている。

事業計画に基づき、接遇マナー研修、リーダー研修、高齢者・障がい者の接遇研修や安全講習等を実施している。

設置目的、管理運営業務を的確に理解した事業計画となっており、適切に計画が履行されている。

共同体の構成会社による経理処理チェックや監査室による監査を実施しており、適切に対処できる内容となっている。

ホームページの更新のほか、提出書類の作成などIT機器を活用し業務の効率化に努めている。

施設・設備の日常点検及び定期点検が実施されており、適切に行われている。

業務報告、事業報告とも適切に提出されており、問題はない。

安全対策は明確に定められており、防災訓練も定期的に実施されている。

多彩な自主事業が実施され、対象年齢も幅広く、利用者が限定されていない。

日常的な安全点検、安全管理に加え、防災訓練を定期的に実施し、従事者への教育がなされている。

共同体構成会社の危機管理マニュアルに沿った体制を組んでおり、連絡体制も十分に整備されている。

事業計画書のとおり、業務担当ごとに適切な人員が配置されている。

管理運営方針、管理運営業務の内容及び管理基準に基づいて実施されている。

大項目

適切な管理運営

団体の概要

管
理
能
力

B

B
B
B
A

2

中項目

団体の経営状況は良好か。

当該施設管理運営をサポート・バックアップする体制はあるか。

配点

2

法令を遵守した管理、個人情報の保護等に留意した適切な対応がされており、問題は見られない。

市への緊急時の連絡等も迅速に行われ、周辺の関係団体とも連携を取るなど、責任を持って管理運営に携わっている。

B

日常的な安全点検、安全管理が実施されており、問題はない。

ハード・ソフト・マインドのバリアを取り除く対応を目指しており、アンケートからも問題は見られない。

専用の会計帳簿により適切に事務処理が行われており、現金の管理や経理処理のチェック体制も適切に行われている。

B

B

労働関係法令等を遵守した労務管理規程等を整備し、業務従事者の適正な労働条件を確保しているか。

職員研修計画や業務指導に関し、適切に実施されているか。

B

B
B
B

A

事業内容に偏りがあり、利用者が限られることはないか。

2 B

24項目

施設や附属設備の保守点検作業は、必要な基準や仕様を満たしているか。

業務報告や事業報告が適切に作成されているか。

2

利用者の安全確保に関する研修を実施し、職員が内容を熟知しているか。

避難経路が確保されており、避難時に支障をきたす障害物はないか。

適切な組織・体制

個人情報等の具体的管理方法（書類・電子データ等）においてセキュリティ対策を講じているか。

経理及び
事務処理等

安全管理

緊急時対応
事故や災害時等緊急時の連絡体制が十分に整備されているか。

3

50

3

A
B
B

3

B

B
B
B

利用者サービス

障害者等への配慮

施設の利用促進に努めているか。利用の促進

秘密の保護

業務内容

2

B

3

1

B個人情報保護

B
B

B
B

事業計画書どおりの経費節減や業務効率化が実行されているか。

1

2

3

2

3

2

3

B

市の方針、施設の設置目的、業務等を的確に理解した管理はされているか。

市が示す施設運営方針や管理の基準等に適合しているか。

会計処理の基準等に基づき、適正に事務処理が行われているか。

安全対策は明確で、職員の教育・訓練の実施はされているか。

2市や関係団体等と緊密に連携し、責任を持って事業に取り組んでいるか。

現場責任者、有資格者の配置、指揮系統や責任権限は適切であるか。

経理帳簿や台帳等を整備し、情報公開や監査請求に適切に対処できるか。

必要に応じパソコン等ＩＴ機器を活用できるか。

職員体制や配置人員は適切であるか。

2

2

評　価　項　目

3

利用者アンケートが適切に実施されており、苦情や要望、意見等に適切に対応しているか。

セルフモニタリングが適切に行われているか。

省エネ等環境負荷の軽減や周辺環境に配慮するとともに、廃棄物は適切に処理されているか。

3

3

2

職員が業務上知り得た秘密について漏洩防止対策を講じているか。

業務について処理・対応が適切に行われているか。

2

2

4

支出総額は事業計画書の範囲内であるか。

利用者サービスの向上に努めているか。

1

2

2

2

管理区域、業務範囲について漏れなく的確に把握されているか。

公共の仕事という倫理性や法令遵守について認識し、対応しているか。

2

1

2
市民の平等利用

3

3事業の内容や施設の有効利用に創意工夫がされているか。

年間の事業量が適切に実行されているか。

正当な理由なく一部の市民に利用制限や優遇が行われていないか。

事業計画書どおり、収入が確保できたか。（無料施設では、利用者を確保できたか） 事業計画書のとおり収入が確保でき、昨年度よりも更に増加している。

地域の住民や団体等との連携に積極的に取り組んでいるか。

B
A

施錠、警備体制等は適切であるか。

障害者、子ども、高齢者等の利用に配慮した管理がなされているか。

引き渡した備品等に過不足はないか。

引き渡した備品等はその機能が失われていないか。

2

1

A

職員研修・人材育成

2

B

B
B

B



３　利用者による評価

４　指定管理者による自己評価

５　市(所管課）による総合評価

判断結果

「要改善」
※「不可」

評価

※「不可」の場合、指定管理者の取り消しの処分を含め

合計点数

78.1

45点以上60点未満
45点未満

点数

判　断　の　基　準
75点以上

60点以上75点未満
「良好」

良　好

別紙のとおり

利用者アンケート

実施時期

調査対象

調査方法

早急な改善対応を検討する必要がある。

配点

Ｂ

Ｃ アンケート調査結果及びセルフモニタリングの内容等、標準を満たしているが、今後改善を必要とするところがある。

アンケート調査結果、セルフモニタリングの内容等を含め、総合的観点から高く評価できる。

アンケート調査結果、セルフモニタリングの内容等も含め、総合的観点から標準を満たしていると評価できる。

改善すべき点が多く、標準に達しないと判断する。

利用者からの意見
要望・苦情等

（０．7）

（協定書で指定管理者に実施を義務付けている利用者アンケートの内容）

平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日

梓水苑宿泊者・梓川地域休養施設利用者

アンケート用紙への記入及び電話での聞き取り等

別紙のとおり
調査結果

Ｄ （０．２）

（０．５）

「適正」

10

10

【自主事業を実施している場合の評価】
・季節に応じて様々な自主事業（ラフティング、健康運動教室等）を実施し、地域と連携した事業等積極的な
自主事業は利用者サービスにつながっている。特に健康運動教室は本市の目指す都市像である「健康寿命
延伸都市・松本」に合致しており、高く評価できる。
　
【総合的な評価】
・指定管理４年目となり、目標としていた最終利益を計上することができた。利用者数及び収入は増加してお
り、健全な運営が引き続きなされていた。また、様々な自主事業の実施や利用者からの要望への改善対応
も迅速に行われており、適切な施設運営が図られ良い結果であった。

A

昨年に引き続き、お客様からの全体的な意見・感想として、「おおむね良好」な意見が多いため、
慢心することなく業務にあたりたい。（梓水苑）
大浴場利用者の要望が他施設と比べると多くなってきており、今後の施設運営面では松本市と
協議の上今後の施設のあり方、改装計画等も踏まえて進めていきたい。（休養施設）
万人に喜ばれるサービスを目指して今年度取組んだ。アンケート結果からも接客に関し、不快に
思われる方がいらっしゃらなかったことを考慮すると、職員研修などを通して資質向上に繋がっ
たものと感じる。（両施設）

料理メニュー、部屋や洗面所等の備品の改善、軽微な設備改修、サービス対応等の要望に対し
て細やかに対応できた。（梓水苑）
指定管理者で対応できない施設改修の部分については、市においても対応をお願いしたい。
クレーム、苦情に迅速な対応（備品の調達や改善）を行い、かつ松本市への連絡対応により対
処が出来た。（休養施設）

今後の目標

             総　合　評　価　　（4段階評価）　の　基　準

Ａ

昨年度に引き続き、自主事業である健康測定なども宿泊に結びつき、松本市立病院との提携で
人間ドック後のからだアセスメントプログラムも軌道に乗りました。来年度も更に健康に特化した
自主事業を行ってまいります。宿泊者に対し、朝食の充実を図りたい。（梓水苑）
お客様の利用満足度をこれからも高めていくとともに、関係機関と連絡を取り迷惑がかからない
ように順次解決していきます。駐車場問題は、令和元年度に整備予定であることから、松本市の
対応に感謝しています。（休養施設）

要望・苦情への
対応状況

平成30年度の
自己評価

（１．０）



３　利用者による評価

調査結果

梓水苑２４６件・梓川地域休養施設１４件
アンケート集計は、お客様のクレーム、要望等をまとめたものであり、「お褒めの意見・感想」を
除いています。お客様からの全体的な意見・感想は、「良かった」「すばらしい」の評価が多く、
また、お客様からの評価は、「安い」が多いことから、今年度も付加価値の高い施設、料理そして
サービスが提供できたと考えます。

利用者からの意見
要望・苦情等

【梓水苑】
特筆すべき点
１　設備関係
　⑴　客室内ＷＩ-ＦＩ設備の充実
　⑵　消耗品の充実
　⑶　エアコンの音
２　食事内容
　⑴　朝食の内容充実
　⑵　郷土食豊かなメニュー

【梓川地域休養施設】
特筆すべき点
①大浴場について（宿泊者からの苦情）
　・日帰り客が多く、ゆっくりは入れない。洗い場の空きがない。脱衣室が混んでいてドライヤーが
使えない。
②駐車場について（地元住民からの苦情）
　・駐車場が足りていない⇒令和元年度増設予定（約４０台）
③施設の老朽化について
　・床のきしみや入口の高さ、浴場（タイル剥げ等）
その他
①設備等について
　・設備の改善（洗面アメニティ、ドライヤー、冷水機等）
　・清掃（大浴場、脱衣所、洗面台等）
　・風呂と廊下の温度が低い。

【別紙】

利用者アンケート
実施時期 平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日
調査対象 梓水苑宿泊者・梓川地域休養施設利用者
調査方法 アンケート用紙への記入及び電話での聞き取り等


